
郡山市告示第 479号 

 

 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第６項で準用する同法同条第１項の規定に基

づき、郡山市流域関連公共下水道事業計画（以下「事業計画」という。）を変更するため、

下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定に基づき、当該事業計画の変更

案を記載した関係図書を次のとおり縦覧に供する。 

 なお、事業計画の変更案について意見のある利害関係人は、郡山市に意見書を提出するこ

とができる。 

 

 

令和８年２月２０日 

郡山市長 椎根 健雄 

 

 

１ 事業計画の名称   郡山市流域関連公共下水道事業計画 

 

２ 予 定 処 理 区 域   ５，６８０．１ｈａ 

  予 定 排 水 区 域   ５，５６１．０ｈａ 

 

３ 事 業 施 工 期 間   工事着手の年月日  昭和５２年７月２２日 

             工事完了の予定年月日  令和１２年３月３１日 

 

４ 縦 覧 期 間 

（１）縦 覧 場 所   郡山市上下水道局経営戦略課（郡山市上下水道局４階） 

 

（２）縦 覧 期 間   令和８年２月２０日から令和８年３月６日まで 

            （郡山市の休日を定める条例（平成２年郡山市条例第７号） 

第１条に規定する休日を除く。） 

 

（３）縦 覧 時 間    午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 


